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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月7日(2017.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療装置と共に使用する３Ｄカメラシステムを較正するキャリブレーション方法
であって、当該方法は：
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントム
のファントムの中心を位置付けするステップと；
　前記放射線治療装置を用いて前記キャリブレーションファントムを照射し、且つ前記キ
ャリブレーションファントムの照射画像を解析することによって、前記キャリブレーショ
ンファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステッ
プと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを前記キャリブレーションファントムに適用する
ステップと；
　前記オフセットが適用された再配置されたキャリブレーションファントムの画像を取得
するために、３Ｄカメラシステムを利用するステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップと；を含む
　キャリブレーション方法。
【請求項２】
　前記３Ｄカメラシステムを利用して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定
位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの画像を取得するステップと；
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置に位置付けされた前記キャリブレ
ーションファントムの前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタ
に対する推定位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の３Ｄコン
ピュータモデルを生成するステップと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する
推定位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の生成された３Ｄモ
デルに適用するステップと；
　再位置付けされた前記表面の生成された３Ｄコンピュータモデルを、前記放射線治療装
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置のアイソセンタに位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の３Ｄコン
ピュータモデルと比較するステップと；
によって、前記放射線治療装置のアイソセンタに位置付けされた前記キャリブレーション
ファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成するステップをさらに含む、
　請求項１に記載のキャリブレーション方法。
【請求項３】
　放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントムのフ
ァントムの中心を位置付けするステップは、前記キャリブレーションファントムを機械式
カウチの上に配置するステップを含み、
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを前記キャリブレーションファントムに適用する
ステップは、前記機械式カウチに命令を送って、前記オフセットに対応する態様で再配置
するステップを含む、
　請求項１又は２に記載のキャリブレーション方法。
【請求項４】
　前記キャリブレーションファントムを機械式カウチの上に配置するステップは：
　前記機械式カウチの上に調節可能なテーブルを配置するステップと；
　前記キャリブレーションファントムを前記調節可能なテーブルの上に固定するステップ
と；
　前記調節可能なテーブルを平準化するステップと；を含む、
　請求項３に記載のキャリブレーション方法。
【請求項５】
　前記調節可能なテーブルは、水準器を含み、前記調節可能なテーブルを平準化するステ
ップは、前記調節可能なテーブルが平準化されることを前記水準器が示すまで、前記調節
可能なテーブルを調整するステップを含む、
　請求項４に記載のキャリブレーション方法。
【請求項６】
　前記キャリブレーションファントムは、１つ又は複数のキャリブレーションターゲット
を含むキャリブレーションファントムを有しており、前記キャリブレーションファントム
の照射画像を解析するステップは、複数の異なる位置にある放射線治療装置で照射された
、前記照射されたキャリブレーションファントムの画像における１つ又は複数のターゲッ
トの位置を比較することにより、前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線
治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップを含む、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のキャリブレーション方法。
【請求項７】
　前記放射線治療装置を使用して、前記オフセットが適用された再配置されたキャリブレ
ーションファントムを照射するステップ、及び前記再配置されたキャリブレーションファ
ントムの照射画像を解析することによって、再配置されたキャリブレーションファントム
の中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップと；
　前記再配置されたキャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソ
センタとの決定された相対位置に対応するオフセットを、前記再配置されたキャリブレー
ションファントムに適用するステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップは、前記オフセットが適用された前記再配置さ
れたキャリブレーションファントムの画像を取得するために、３Ｄカメラシステムを利用
するステップを含み；
　前記取得した画像を処理して、前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと
；をさらに含む、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のキャリブレーション方法。
【請求項８】
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　前記キャリブレーションファントムは、複数のターゲットを含み、当該方法は：
　前記調節可能なテーブルに固定された複数のターゲットを含む前記キャリブレーション
ファントムを単一のターゲットを含む第２のキャリブレーションファントムと交換するス
テップと；
　前記放射線治療装置を使用して、前記調節可能なテーブルに固定された第２のキャリブ
レーションファントムを照射するステップ、及び第２のキャリブレーションファントムの
照射画像を解析することによって、第２のキャリブレーションファントムの中心と前記放
射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップと；
　前記機械式カウチに命令を送って、第２のキャリブレーションファントムの中心と前記
放射線治療装置のアイソセンタとの決定された相対位置に対応するオフセットを、第２の
キャリブレーションファントムに適用することを行わせるステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップは、前記オフセットが適用された第２の再配置
されたキャリブレーションファントムの画像を取得するために、３Ｄカメラシステムを利
用するステップを含み；
　前記取得した画像を処理して、前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと
；をさらに含む、
　請求項４又は５に記載のキャリブレーション方法。
【請求項９】
　放射線治療装置と共に使用する３Ｄカメラシステムを較正するキャリブレーション方法
であって、当該方法は：
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントム
のファントムの中心を位置付けするステップと；
　３Ｄカメラシステムを利用して前記ファントムの画像を取得するステップ、及び該画像
を処理して、前記ファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成するステップと；
　前記放射線治療装置を用いて、前記キャリブレーションファントムを照射するステップ
、及び前記キャリブレーションファントムの照射画像を解析することによって、前記キャ
リブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決
定するステップと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置及びモデル化されたファントムの中心の決定された位置に基づいて、前
記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと；を含む、
　キャリブレーション方法。
【請求項１０】
　前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップは、前記３Ｄコンピュータモデル
の座標系の現在の原点に対するモデル化されたファントムの中心の位置を決定するステッ
プ、及び前記３Ｄコンピュータモデルの座標系の現在の原点をモデル化されたファントム
の中心の決定された位置と一致させるために必要な変換と、前記キャリブレーションファ
ントムの中心の位置を前記放射線治療装置のアイソセンタと一致させるために必要な変換
との和によって、前記３Ｄコンピュータモデルの座標系を調整するステップ、を含む、
　請求項９に記載のキャリブレーション方法。
【請求項１１】
　前記キャリブレーションファントムの中心と一致するキャリブレーションモデルの中心
と一緒にキャリブレーションファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを保存するステ
ップと；
　３Ｄカメラによって取得された画像に基づいて生成されたファントムのモデル化された
表面を保存されたモデルと比較することに基づいて、前記３Ｄコンピュータモデルの座標
系の現在の原点を、前記モデル化されたファントムの中心の決定された位置に一致させる
ために必要な変換を決定するステップと；をさらに含む、
　請求項１０に記載のキャリブレーション方法。
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